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NO.1▲講習会の様子

▲講演会の様子

　

総
務
部
公
正
取
引
室
と
経
済
産
業
部

中
小
企
業
課
で
は
、
下
請
代
金
支
払
遅

延
等
防
止
法（
以
下
「
下
請
法
」
と
い

い
ま
す
。）の
迅
速
か
つ
効
果
的
な
運

用
、
違
反
行
為
の
未
然
防
止
、
下
請
中

小
企
業
振
興
法
に
基
づ
く
振
興
基
準
の

遵
守
の
指
導
な
ど
を
通
じ
、
下
請
取
引

の
適
正
化
を
図
っ
て
い
ま
す
。
特
に
、

毎
年
11
月
に
は
「
下
請
取
引
適
正
化
推

進
月
間
」
と
し
て
、
普
及
・
啓
発
事
業

を
集
中
的
に
行
っ
て
お
り
、
そ
の
一
環

と
し
て
、
平
成
30
年
11
月
２
日（
金
）、

那
覇
市
に
お
い
て
「
下
請
取
引
適
正
化

推
進
講
習
会
」
を
開
催
し
ま
し
た
。
講

習
会
で
は
、
下
請
法
及
び
下
請
中
小
企

業
振
興
法
の
解
説
、
下
請
か
け
こ
み
寺

の
紹
介
、
来
年
実
施
さ
れ
る
消
費
税
率

10
％
へ
の
引
上
げ
に
対
す
る
事
前
準
備

の
必
要
性
に
つ
い
て
説
明
し
ま
し
た
。

１
２
４
名
の
参
加
が
あ
り
、
会
場
か
ら

は
、
下
請
法
違
反
被
疑
事
件
の
措
置
に

つ
い
て
の
質
問
な
ど
が
寄
せ
ら
れ
ま
し

た
。

　
下
請
取
引
に
関
す
る
ご
相
談
や
ご
質

　
公
正
取
引
委
員
会
の
活
動
内
容
を

広
く
知
っ
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、

公
正
取
引
委
員
会
に
対
す
る
御
意

見
・
御
要
望
な
ど
を
お
伺
い
し
、
今

後
の
競
争
政
策
に
活
か
し
て
い
く
た

め
に
，
平
成
30
年
11
月
30
日
、
那
覇

市
に
お
い
て
、
公
正
取
引
委
員
会
委

員
と
経
済
界
代
表
な
ど
の
有
識
者
と

の
懇
談
会
及
び
同
委
員
に
よ
る
「
公

正
で
自
由
な
競
争
環
境
の
確
保
に
向

け
た
公
正
取
引
委
員
会
の
役
割
」
と

題
す
る
講
演
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

ま
た
、
講
演
後
に
は
、
当
公
正
取
引

室
職
員
に
よ
る
独
占
禁
止
法
及
び
下

請
法
に
関
す
る
相
談
コ
ー
ナ
ー
を
設

け
，
事
業
者
な
ど
か
ら
の
相
談
に
応

じ
ま
し
た
。

　
懇
談
会
に
お
い
て
、
有
識
者
か
ら

出
さ
れ
た
沖
縄
地
区
の
実
情
や
意

見
・
要
望
な
ど
は
、
今
後
の
公
正
取

引
委
員
会
に
よ
る
独
占
禁
止
法
な
ど

の
運
用
に
活
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

問
は
、
次
の
相
談
窓
口
ま
で
お
気
軽
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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【
総
務
部
・
経
済
産
業
部
】

下
請
取
引
適
正
化
推
進
講
習
会

   

～
見
直
そ
う
　
働
き
方
と
適
正
価
格
～

    

平
成
３
０
年
度「
下
請
取
引
適
正
化
推
進
月
間
」キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
標
語

【
総
務
部
】

公
正
取
引
委
員
会
山
本
委
員
が
来
沖

～
有
識
者
と
の
懇
談
会・講
演
会・独
占
禁
止
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
相
談
コ
ー
ナ
ー
を
開
催
～
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